
 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

依頼会員 1824 人 

提供会員 590 人 

両方会員 75 人 

合計 2489 人 

ふぁみさぽだより

    
 日に日に寒さも和らぎ春を感じられるようになってきました。会員

の皆様にはファミリー・サポート・センター事業にご理解、ご協力い

ただきありがとうございます。これからも地域の子育てのお役に立て

るようにお手伝いさせていただきたいと思います。 

 

 

 

 
＜ファミサポの情報は高槻市ホームページからご覧ください＞ 

おたよりは年１回、年度末にお届けしています。講習会、交流会および、お知らせなどの情報につい

ては、随時高槻市ホームページのファミリー･サポート･センター内におきまして、掲載いたしますので、ご

覧いただきます様よろしくお願いします。また掲載内容につきまして、気軽にお問い合せください。 

会員数 

高槻市ファミリー・サポート・センター 

〒569-0802 高槻市北園町 6番 30 号  

高槻市立子育て総合支援センター（カンガルーの森）内 

TEL・FAX 072-686-3337 

（2025 年 12 月末現在） 

 

令和７(2025)年度  

 

＜3 月にお子さんが小学校を卒業される依頼・両方会員へ＞ 

ファミリー・サポート・センターでは、登録されている末子のお子さんが卒業されますと、依頼、両方会員と

して登録を継続できません。それぞれ手続きをお願いします。 

 

依頼会員⇒よろしければ、提供会員になりませんか？ ご自身が都合のつく時に活動して頂けます。 

ファミリー・サポート・センターまでお問い合わせください。  

☆退会を希望の場合、退会届の手続きをお願いします。 

 

両方会員⇒卒業後は提供会員へ自動変更となります。 

 

 

＜退会届出書の提出が簡易電子申込でできるようになりました＞ 

高槻市ホームページのファミリー･サポート･センター内の、二次元コードを利用ください。 

お手元の会員証は破棄してください。 

【手続名：（会員専用）ファミリー・サポート・センター退会届出書】 

 

☆従来どおり、用紙での退会届出書の提出を窓口、高槻市立子育て総合支援センター（カンガルーの森）建

物入口ポスト、又は郵送でも受付けしています。退会届出書は、高槻市ファミリー・サポート・センター

のホームページからダウンロードしていただけます。 

☆退会される方はペアの会員さんにも伝えてください。 

 

 



フォローアップ講習会について 

（③からだの発達と病気 ⑤安全・事故 ※⑤救命講習＋児童虐待防止の計３時間）  

☆９項目全て受講後は、２年に１回の安全講習会を含むフォローアップ講習会を受講してください。 

令和６年度に受講された方は、令和８年度末（令和９年３月末）までに、フォローアップ講習会の受講をお願いします。 

 

 

 

 

☆新規、および現在登録されている提供・両方会員は、9 項目（10 時間）の講習会受講が必要です。全ての

項目を受講していない場合、新規の活動をご紹介できなくなります。 

地域の手助けを必要としている方が沢山いらっしゃいますので、未受講の方はぜひ、ご都合のよろしい講

座から受講をよろしくお願いします。☆ファミサポ講習会（➀保育の心、➅子どもの世話、➆子どもの遊

び、➇子どもの栄養と食生活、➈事業を円滑に進めるためにの５項目）は、ホームページの高槻市ファミ

リー・サポート・センター内で、自宅での動画視聴で受講ができます。未受講の方は受講ください。 

ご自分の受講状況等、不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。 

☆国の実施要綱改正に伴い、令和８年から児童虐待防止の内容を加えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講習 講師・受講方法 時間数  

➀ 保育の心 保育士（子育て支援課職員）･動画視聴受講 30分  

 

 

 

 

計 10時間 

➁ 心の発達と病気 

専門家（外部講師）･子育て支援課職員 

子育て総合支援センターで受講 

2時間 

➂ からだの発達と病気 30分 

➃ 小児看護の基礎知識 2時間 

➄ 安全・事故 1時間30分 

※➄ 救命講習＋児童虐待防止 1時間 

➅ 子どもの世話 
保育士（子育て支援課職員）･動画視聴受講 

各30分 ➆ 子どもの遊び 

➇ 子どもの栄養と食生活 管理栄養士（子育て支援課職員）･動画視聴受講 

➈ 事業を円滑に進めるために 
ファミリー・サポート・センターアドバイザー 
（子育て支援課職員）･動画視聴受講 

1時間 

時 間 該当講習区分 

９：４５～ 受付開始 

１０：００～１２：００ ③からだの発達と病気 ⑤安全・事故 

１２：００～１３：００ ※⑤救命講習＋児童虐待防止の動画視聴 

☆受講人数に応じて、上記の時間より超過する場合があります。ご了承ください。 

☆各講習会は人数制限があります。確実にご予約いただくためには開催月の５日までに問い合わせの上、申し

込みをお願いします。また、枠に限りがありますので、キャンセルされる場合は事前に連絡をお願いします。 

  

提供・両方会員が受講必須の講習会について 



高槻市ファミリー･サポート･センター2026（令和8）年度 

『講習会予定表』  ～両方・提供会員用～ 

 

☆上の予定表からご都合のよい日を確認し、②③④⑤＊⑤のすべての講習カリキュラムを必ず受講して下さい。 

☆①⑥⑦⑧⑨の講習についてはHPの動画視聴の受講になります。 

☆託児を希望される方は、参加予約時にお申込み下さい。少し早い目にお越しください（１歳～就学前） 

☆開始より２０分過ぎての参加や途中退場の場合、１回とは認められません。 

（講師や他の方にご迷惑がかかります。時間厳守でお願いします） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 場所･･･高槻市立子育て総合支援センター（カンガルーの森）２階 研修室 

☆ 受付･･･午前９時４５分より   

☆ 持ち物･･･筆記用具、参加カード 

☆ 予約・問い合わせ･･･高槻市ファミリー・サポート・センター 

         TEL/FAX：０７２－６８６－３３３７ 



★状況が変わり、少し時間ができました！ 活動が再開できます！という方 

ぜひ、ご連絡をください！！ 

 

提供・両方会員の方へ 

久しぶりで、現在の活動方法はどうなっているの？など不明な事がありましたら、お気軽にお問い合わせく

ださい。ご案内させて頂きます。 

 

ペア成立について（依頼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜「援助活動報告書」の提出が簡易電子申込でできます＞ 

 

記入済の「援助活動報告書」をスマホ等で撮影し、高槻市ホームページの簡易電子申込 

から画像で提出ができます。高槻市ホームページのファミリー･サポート･センター内の、 

二次元コードを利用ください。 

【手続名:（提供会員専用）ファミリー･サポート･センター援助活動報告書提出】 

 

☆従来通りの提出方法の高槻市立子育て総合支援センター（カンガルーの森）建物入口ポスト、窓口、又は

郵送でも受付けしています。 

☆報酬の受け渡し後、報告書の下段の署名欄に双方の会員番号および署名をお願いします。 

 

活動報告書は、翌月5日までにセンターへ提出をお願いしています。年度末が近づいてきていますので、お

手元に活動報告書がありましたら、ご提出をよろしくお願いします 

今年度の 3 月活動分については、年間集計のため、4 月６日（月）〆切にご協力ください。 

 

 

ペア成立について（依頼会員の方へ） 

 

提供会員の紹介を受けましたら、2､3日以内に連絡をとり、事前打合せの日時を決めてください。 

依頼会員からの連絡が、なかなかない場合がある様です、早いうちに連絡をして頂きスムーズな活動にご協力を

お願いします。紹介後に活動の予定が無くなり、紹介の必要がなくなった場合はセンターに連絡をください。 

 

また、ペアを組んだ後、提供会員に全く連絡がない場合があります。何かの時に援助の依頼をする事はできま

すが、依頼がしやすいようにある程度の頻度で連絡をとりましょう。また活動の目安として、頻度や援助の必要・

必要のない期間などを伝えてください。 

提供会員が依頼会員のことを気に掛けて下さっているケースがあります。 

 


